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国際協力機構は、ベトナム社会主義共和国より技術協力の要請を受け、「森林

火災跡地復旧計画」を、平成 16年 3月から 3年間の計画で実施しています。 
本プロジェクトは、活動開始から 1 年 6 ヶ月が経過し、現在、協力期間の中
間地点にあります。当機構は、本プロジェクトの進捗状況を把握・評価し、計

画内容や実施体制上の課題・問題点を抽出することにより、今後のプロジェク

トの活動内容をより適切なものとするため、平成 17 年 10 月 16 日から 21 日ま
で、地球環境部第一グループ（森林･自然環境）森林･自然環境保全第一チーム

長山田良春を団長とする運営指導調査を実施することとしました。 
同調査では、ベトナム側政府関係機関からなる評価チームと合同で評価及び

運営指導を行い、現地調査結果を取りまとめてミニッツの署名を交わしました。 
本報告書は、同調査の結果を取りまとめたものであり、今後、本プロジェク

トの実施にあたり、広く活用されることを願うものです。 
終わりに、この調査にご協力とご支援をいただいた内外の関係者の皆様に、

心から感謝の意を表します。 
 
 
平成 17年 11月 
 
 

独立行政法人国際協力機構 
ベトナム事務所長 菊地 文夫 
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第１章  運営指導調査団の派遣 

 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 

2002年 3月、ベトナム国（以下、越国）南部カマウ省ウ・ミンハ地区において森林火災が発生
し、6,000ha の森林焼失、泥炭土壌、農地等への被害が生じた。越国では、90 年代初頭までの過
去約 50年間で森林面積がほぼ半減しており、1998年より 500万 ha国家造林計画が実施されてい
るが、越国政府は事態を重視し、特別な財政措置を図って 2002年 7月より同地区の森林火災跡地
復旧事業に着手している。 
同復旧事業の内容は、焼失した 6,000ha の植林の他、焼失地周辺を含む 30,000ha の森林の質的

改善と、住民の生計向上対策からなっており、2010年までの実現が目標とされている。事業の推
進にあたっては、量的な森林の復旧に加え、同地区における貧困に起因する諸問題により、火災

抑制効果の高い再造林方法や火災対策の実施が困難になっているため、地域住民の生計向上をい

かに図るかが鍵とされている。こうした対策は、過去の日本の技術協力「メコンデルタ酸性硫酸

塩土壌造林技術開発計画」を通じて共同開発された技術に含まれていたことから、同協力の実施

機関である越国森林科学研究所南部支所（以下、FSSIV）では、これらの技術のウ・ミンハ地区
への適用を図っている。 
しかしながら、2002 年に越国側が自助努力にて実施した結果、面積的には 4,000ha の植林がな

されたものの、新技術の適用範囲はそのうち 500ha のみに留まった。これは、先の技術協力の対
象地とやや異なる火災跡地の土壌条件（泥炭土壌が焼失した後の粘土質土壌）への応用ノウハウ

が不足していること、植林の事業主体である林業公社や農民らに新技術についての知識・技能・

経験が不足していること、新技術による再造林の地拵えに必要な重機等の機材が不足しているこ

と等が原因とされている。 
こうした背景から、越国政府より、ウ・ミンハ地区への森林火災跡地復旧事業に対する技術協

力の要請がなされ、2004年 3月より、JICAによる技術協力プロジェクト（民間活用型）として「森
林火災跡地普及計画」が開始された。 
現在、本プロジェクトは、3 年間の実施期間の中間地点にあり、これまでに開発したウ・ミン
ハ地区のデモンストレーション・ファームにおける酸性硫酸塩土壌植林応用技術の実証段階、及

び同技術の普及準備段階にある。 
今般の運営指導調査は、計画と実績の比較及び評価 5 項目の観点から、プロジェクトの進捗を
包括的に確認することにより、プロジェクトの終了後を念頭においた的確な運営指導を実施する

ことを目的とする。 
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１－２ 調査団の構成 

 

氏 名 担当業務 所 属 

山田 良春 総括 地球環境部第一グループ（森林・自然環境） 

森林・自然環境保全第一チーム長 

森崎 信 応用植林技術 林野庁森林整備部計画課 

海外林業協力室研修係長 

内川 知美 プロジェクト監理 

 

地球環境部第一グループ（森林・自然環境）森林・

自然環境保全第一チーム職員 

西宮 康二 協力企画 JICA ベトナム事務所業務調整員 

※なお、本調査団には、上記団員の他、小田謙成林業開発計画専門家及び左近充直人越国事務所

員も参加した。 
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１－３ 調査日程 

 

月日 曜
日 日  程 

10月 16 日 日 移動（山田、森崎、内川：NRT1030⇒SGN1455） 
  （西宮、小田、左近充：HAN1500⇒SGN1700） 

移動（全員：SGN0555⇒CaMau0705） 

09:30 カマウ省人民委員会表敬訪問 

10:30 カマウ省農業農村開発局との活動進捗状況に係る協議 
10月 17日 月 

13:30 プロジェクトとの活動進捗状況に係る協議 

09:00 プロジェクト・サイト視察（プロジェクト対象 40 世帯のうち 16
世帯の農家への聞き取り調査を含む） 

10月 18日 火 
16:00 林業漁業公社ウ・ミン 1との活動進捗状況に係る協議 

09:00 ミニッツ案作成のための団内協議 
10月 19日 水 

14:00 カマウ省農業農村開発局とのミニッツ案に係る協議 

08:00 カマウ省農業農村開発局とのミニッツ案に係る協議及び署名 
10月 20日 木 

15:30 カマウ省人民委員会に対する調査結果報告 

移動（全員：CaMau0745⇒SGN0855） 

11:30 ロンアン省「メコンデルタ酸性硫酸塩土壌造林技術開発計画」プ
ロジェクト・サイト視察 

移動（内川、西宮、小田、左近充：SGN1800⇒HAN2000） 

10月 21日 金 

移動（森崎：SGN2350⇒NRT0735（+1）） 

10月 22日 土 
「中部高原地域持続的森林管理･住民支援プロジェクト」運営指導

（山田） 

10月 23日 日 
「中部高原地域持続的森林管理･住民支援プロジェクト」運営指導

（山田） 

「造林計画策定能力開発調査」運営指導（内川、左近充） 
10月 24日 月 

16:30 JICA事務所報告 

10月 25日 火 「北部荒廃流域天然林回復計画プロジェクト」運営指導 

10月 26日 水 
15:00 大使館報告 
移動（山田、内川：HAN2330⇒NRT+1） 
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１－４ 主要面談者 

 

【森林火災跡地復旧計画：カウンターパート機関】 
 Vice Chairperson Mr. Nguyen Quoc Viet （PC/Ca Mau）    他 1名 

Director  Mr. Ngo Chi Dung （DARD/Ca Mau, PIC） 
Vice Director  Mr. Nguyen Thanh Vinh （DARD/Ca Mau, PIC） 
Director  Mr. Le Hoang Vu （FFE U Minh 1） 
Head of TD  Mr. Le Viet Binh （Sub-Department of Forestry） 
Head of WG1-3 Mr. Nguyen Thanh Thuan （Sub-Department of Forestry） 
Head of WG4 Mr. Nguyen Ba Luc （Sub-Department of Forestry） 
Head of WG5 Mr. Nguyen Tuyet Giao （DARD/Ca Mau） 

   Mr. Tran Thanh Cao（FSSIV） 
     Mr. Nguyen Truong Thanh （MARD/DOF） 
 注）PC/Ca Mau：カマウ省人民委員会 

DARD/Ca Mau：カマウ省農業農村開発局 
PIC：Project Implementation Committee 
FFE：林業漁業公社 
MARD/DOF：農業農村開発省／林業局 

 
【森林火災跡地復旧計画：プロジェクト】 
業務主任  宮崎 宣光 
助手/通訳  Mr. Tran Ngoc Hoang      他 3名 
 
【中部高原地域持続的森林管理・住民支援プロジェクト】 
総括   加藤 和久    
 
【北部荒廃流域天然林回復計画】 
 長期専門家  金子 繁（造林技術開発） 
 長期専門家  福山 誠（参加型森林経営／業務調整） 
 
【JICAベトナム事務所】 
 所長   菊地 文夫 
 次長   井崎 宏 
 
【在ベトナム日本国大使館】 
 一等書記官  岡田 智幸 
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第２章  調査結果概要 

 

本運営指導調査では、プロジェクトの終了時における目標達成及び自立発展性の確保を中心と

して、プロジェクトの今後の方向性を検討するため、これまでの活動が期待される成果発現に向

け順調に実施されているか包括的に検証した。具体的には、（１）プロジェクト専門家及びカウン

ターパート機関に対し、事前にプロジェクトの進捗及び成果発現状況に関するアンケートととも

に、（２）産業及び住民向けのデモンストレーション・ファームの形成状況を、展示効果に注目し

て分析するため、同ファーム内に居住する住民から直接意見聴取を行った。 
かかる検証及び越国側と今後のプロジェクト実施について議論を行った結果、2 つの課題が明
らかとなった。1 つめの課題は、メラルーカ材の価格低下によるメラルーカ植林のインセンティ
ブの低下である。対象地域においてメラルーカ植林を促進するにあたって、メラルーカ材の販売

による収入が大きなインセンティブとなるが、その価格が近年下落傾向にあり、メラルーカ植林

の魅力が低下しつつある状況にあった。 
2 つめの課題は、越国側のメラルーカ材の「商業化」についての対応能力の不足である。越国
側は、１つめの課題であるメラルーカ材の価格低下に対応するため、その価値向上のための対策

として、新たな技術の導入を検討していた。しかしながら、現地における新技術の対応可能性、

新製品の販路の確保や他の類似製品との競争といった市場に関する知識を十分に備えているとは

言い難く、「商業化」のための包括的な検討が十分にはなされていなかった。 
従って、調査団としては、プロジェクトの活動を通して既に成果を発現しつつある、入植地に

おけるアグロフォレストリー活動による収益性をより高めるための方策を提案した。つまり、メ

ラルーカ材による収益のみに頼るのではなく、メラルーカ材を収入源の一部として捉えた上で、

稲作、果樹栽培、養魚、家畜飼育など、他の収入源も重視しつつ、それら全体の収益性を向上す

ることで、住民の所得向上を図る方向性1を提示した。同時に、越国側が強く希望する新技術の導

入によるメラルーカの利用拡大のためには、「商業化」のための包括的な検討の上、越国政府とし

ての政策策定が必要であることを説明した。 
一方、今回の調査で炭焼きに関して技術的な問題があることが越国側と調査団側の共通認識と

されたが、カウンターパート機関の一部である FSSIVにおいて炭焼きに関しての研究を行ってい
る。従って、今後は、プロジェクト活動の範囲内における炭焼き技術向上の努力のみならず、カ

ウンターパート機関同士で連携強化を図り、同技術を改善していく必要があることを越国側に提

案した。 

                                                        
1 住民の収入向上のために、デモンストレーション･ファームにおける収入源を、メラルーカ材を

含めたアグロフォレストリー活動によって多様化し、その理想的な組み合わせを本調査では「ベ

スト･ミックス」と称した。 
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第３章  プロジェクト活動進捗状況 

 

３－１ 進捗状況概要 
 
 本運営指導調査では、プロジェクトの残余期間及びプロジェクト終了後の体制強化を念頭にお

き、評価 5項目のうち、インパクト及び自立発展性を中心に据えて評価を行った。同評価の結果、
プロジェクトは、当初の活動計画（Plan of Operation）に則り、概ね順調に推移していることを確
認した。なお、プロジェクト開始当初にデモンストレーション・ファーム建設に遅れが見られた

ものの、結果的には、住民にとってデモンストレーション・ファーム建設のための準備期間が十

分に確保されることになり、多様な研修の効果の発現とも併せて、カウンターパート機関及び最

終裨益者である住民のキャパシティが向上したことを確認した。かかる状況から、今後の効果的

なプロジェクトの実施・運営管理により、デモンストレーション・ファーム形成の遅れは取り戻

せるものであることを確認した。 
 なお、評価 5項目に基づく評価結果は次のとおりである。 
（１）妥当性 
事前調査時点で確認した越国政府の政策及び国家戦略には変更はなく、プロジェクト目標は同

政策及び戦略に合致しており、妥当であると評価した。 
（２）有効性 
日越双方のプロジェクト関係者の努力により、評価時点における成果の発現は、概ね当初の計

画通りであると評価した。プロジェクト・サイトにおける農民へのインタビュー調査の結果、カ

ウンターパート機関のキャパシティの向上による応用植林技術の普及が進んでいると評価した。

また、デモンストレーション・ファーム内の住民を対象とした研修は、収入源の多様化に繋がっ

ており、有効に機能していると評価した。 
（３）効率性 
専門家の現地における活動期間が比較的短期間であったにも関わらず、「有効性」の評価のとお

り、カウンターパート機関の能力は向上していると評価した。この能力は、プロジェクトの直接

的な技術協力対象分野である応用植林技術のみにとどまらず、計画・実施手続きといったプロジ

ェクト管理に関する面においても向上しているとアンケート調査結果から判断した。 
また、供与機材の一部の投入が遅れたものの、運営指導調査時点では、供与機材は、上位目標

につながる当該地域における普及活動に有効に活用されていると評価した。  
なお、メラルーカ材の利用拡大を目指してプロジェクトに導入した「炭焼き」及び「木酢液」

等の技術紹介活動については、住民への普及を目指した現地適用技術として、また、販路の拡大

について改善の余地があることを確認した。活動の一部がこのような状況ではあるものの、全体

を通しては、プロジェクト活動は効率的に展開されたと判断した。 
（４）インパクト 
プロジェクトの実施、特に、カウンターパート機関によるデモンストレーション・ファーム内

の住民に対するアグロフォレストリー活動に関する研修が、住民の手による生計向上活動を刺激

し、正のインパクトが発現されたと評価した。 
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（５）自立発展性 
運営指導調査時点で発現している正の「インパクト」を継続的に発現させることが重要である

と評価した。なお、インパクト継続及び上位目標の達成に向けた越国側で検討している予算確保

や制度化を含む明確な構想の策定は、当調査団の提案と併せて越国側で対応することになり、プ

ロジェクト期間内での完成が期待されることを確認した。 
 

 

３－２ 分野別進捗状況 

 

３－２－１ 適正技術の確立と普及 
本プロジェクトは、1997 年 3 月より 2002 年 3 月まで、ロンアン省で実施された「メコンデル
タ酸性硫酸塩土壌造林技術開発計画」において共同開発された植林技術を応用している。技術を

応用するにあたって工夫している点は、（１）土壌が粘土質のため、地拵え後、ただちに植え付け

を行うこと、（２）雨水が滞留しやすい土地のため、農地の周りの排水溝に強酸性の水が入り込む

のを防ぐために、遮断のための盛土を行っていることである。特に（２）については、現在、数

世帯の農家が実施しており、農作物に良好な成績が見られることより、さらなる普及を図ること

としている。 
活動状況としては、2004年度には、森林土壌調査の分析結果や地域住民に関する社会・経済調

査に基づいてアグロフォレストリー導入のための実施計画及び森林管理計画が作成された。また、

産業造林地におけるメラルーカ植林活動については、当初、100ha の植林に向けた地拵え（エン
バンクメント）を予定していたが、上述したとおり、雑草の繁茂が著しく、粘土質の土壌条件で

あることから、地拵え後、ただちに植付けを行うよう作業方法を変更し、20haの植付けを行った。
この産業造林地における地拵え及び植林は、林業漁業公社（以下、FFE）との協議の結果、2005
年 11月までに終了する見込みであることを確認した。 
他方、農民向けデモンストレーション・ファームにおける植林状況については、住民に対する

聞取り調査により、住民自身による活動計画の作成がなされ、水田耕作等の農繁期以外にメラル

ーカ植林を実施するなど、効率的な活動状況が認められた。この農民向けデモンストレーション･

ファームにおける植林活動も、2005年 11月までに終了される見込みであることを確認した。 
住民への聞取り調査から特筆されるのは、研修活動の成果に関することである。地域住民は、

植林対象地以外の土地2で稲作を中心に、バナナ、マンゴー等の果樹の栽培、養魚や家畜の飼育を

行っている。プロジェクトでは、住民の生計向上を図るため、植林及び土壌分析、森林火災予防

の他、稲作、養魚、家畜、果樹の 4種の研修を実施しており、住民は、このうち 2種の研修を受
講できることになっている。これら研修の実施により、これまで十分な対応ができなかったため

に子豚を死なせてしまっていたがその失敗を克服することができ、子供の教育費が賄え、貯蓄が

できるようになったなど収入の増加が回答されたり、活動計画の作成により、植林活動やアグロ

フォレストリーの実施のスケジュール管理を適切に行うことで、労力的な負担が少なくできるよ

うになったといった回答がなされた。また、受講できる 2 種の研修以外に、オブザーバーとして

                                                        
2 対象地域では、1世帯あたり約 7ha の入植地が与えられるが、そのうち 5ha にメラルーカを植林

することが義務付けられている。 
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全ての研修を受講3している住民も多く、研修をもっと実施してほしい、普及員から技術的な指導

をもっと受けたいといった要望が多く寄せられ、住民の研修に対する高い評価を確認した。 
一方、このような研修を実施する FFEでは、普及を専門として担当する職員はおらず、通常業
務との兼務で担当している職員が 10名いるのみとなっている。1名の当該職員が 300世帯の農家
を担当していることから、普及活動は、農民から要請があった際に対応しているに留まっている

とのことであった。 
 

３－２－２ メラルーカ材の市場調査と利用加工 
 従来、メラルーカ材は、杭等の用途に利用されてきたものの、セメント製品による代替が進み、

需要が縮小し、近年、その価格は下落傾向にある。ウ・ミンハ地区におけるメラルーカ材は、年

1 回の民間企業による入札によりその価格が決定されるが、今年の販売価格は対前年比 20%減で
あった。メラルーカ植林を促進するにあたり、この価格の下落が課題となっている。 
プロジェクトでは、その対策としてメラルーカ材の利用拡大を図ることとし、その方策として

「炭焼窯」及び「木酢液製造」にかかる一連の技術移転を実施中である。本活動については、特

に、越国側から、今後の普及を目指し、導入された炭焼き窯を対象地域において、より適用可能

なものとするよう、技術的改善に関する要望が挙げられた。住民からの聞き取り調査においても、

実験的に作成した大型の炭焼き窯を見て、木炭や木酢液の製造に興味を示す農家が多く、農家自

身が作成し、活用することのできる炭焼き窯の技術移転に興味が示されていた。 
さらに、越国側からは、この「炭焼窯」及び「木酢液製造」技術に加え、メラルーカ材のさら

なる利用拡大のための技術として、加工処理技術（木質改善乾燥処理、チップボード、オイル抽

出、パルプ、ジョイントボード）のプロジェクト活動への追加検討が求められた。 
 
３－２－３ 火災予防体制の強化 
森林火災予防分野に関しては、森林保護官及び林業漁業公社職員を中心とするカウンターパー

トが、消防用具作成を含む初期消火活動に係る訓練技術を習得するとともに、火災予防広報活動

の重要性を認識し、独自の村落消防隊訓練計画及び森林火災予防広報活動計画を作成したことを

確認した。計画策定後、短期専門家の立会いの下で、村落消防隊の訓練が実践的に行なわれ、ま

た、小学生を対象としたポスターコンテストによる火災予防キャンペーンの展開も効果的に行わ

れた。プロジェクトでは、このような活動結果を基に、カウンターパートが中心となって「森林

火災予防マニュアル」のドラフト作成が進められ、同ドラフトに対する関係者ワークショップを

通した意見聴取を経て、最終稿に編纂中であった。また、森林火災予防広報活動や住民への訓練

活動を独自にかつ継続的に展開しており、森林火災予防技術が確実にカウンターパートに移転さ

れ、既存の体制が技術的に強化されていた。 
今後の課題としては、小規模な初期の火災や地中火から、ある程度の延焼を防止できる水路で

囲まれているデモンストレーション・ファームのデザインの定着、初期消火活動及び火災予防活

動の強化を実施中の森林火災予防マニュアルの改訂作業により完成させ、組織的な火災予防を現

地に根付かせることが挙げられる。 

                                                        
3 通常は研修受講者にはマテリアル、例えば、養魚に関する研修であれば稚魚が配布されるが、

オブザーバーとして受講する場合、マテリアルは配布されない。 
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第４章  提言：今後の方向性 

 
評価 5 項目の観点に基づく現地調査及び関連機関との協議の結果、プロジェクト目標の達成に
は、メラルーカ植林を促進するためのインセンティブとして住民の生計向上活動が要であり、メ

ラルーカ材の利用を含むアグロフォレストリー活動による生計向上を目指したデモンストレーシ

ョン・ファームの形成が重要であることが明らかとなった。 
かかる結果を受けて、調査団より、プロジェクト残余期間における今後の方向性として、次の

3つの事項を越国政府による森林火災跡地復旧政策の下で推進することを提案した。 
（１）関係機関による包括的なサポート体制を伴ったデモンストレーション・ファームを開発

すること。 
（２）住民の生計向上につながるアグロフォレストリー活動のベスト・ミックスを提供するた

めの上記（１）の方策を内包するメカニズムを形成すること。 
（３）メラルーカ材を活用した一次製品の提供による収入向上手法を開発すること。 
越国側からは、この方向性に対して概ね同意が得られたものの、既述のとおり、（３）に関連し

て、現在プロジェクトで実施中の「炭焼窯」及び「木酢液製造」のメラルーカ材の利用拡大技術

に加え、加工処理技術のプロジェクト活動への追加検討が求められた。 
しかしながら、プロジェクトでは、既にメラルーカ材の利用拡大に関する活動として、市場分

析から適正技術の開発手法までの一連の流れを通して技術移転を実施している。また、目標達成

及び自立発展性の観点から、残された短いプロジェクト期間の中で商業化の可能性について多面

的な検討を要する活動を追加するよりも、農畜林水産に関するアグロフォレストリー活動から発

現したこれまでの成果を有効に活用し、強化する方が優先度が高い。他方、商業化を目指したメ

ラルーカ材の利用拡大はカマウ省単独で対応すべき問題ではなく、同様な自然条件下にあるメコ

ンデルタ地域全体における課題として、越国政府による具体的な政策の策定が必要である。 
かかる協議の結果、調査団より提案した今後の方向性を踏まえ、以下のとおり、今後のプロジ

ェクト活動に対する提言がなされ、調査団及び越国側双方で合意した。 
 （１）必要に応じて、今後の方向性及び活動に基づき PDM及び POを修正する。 
 （２）カマウ省農業農村開発部は、プロジェクト終了後を見据え、包括的な機材管理計画を作

成する。 
 （３）プロジェクト実施機関は、終了時評価までに上位目標の達成に向け、活動計画を作成す

る。 
（４）技術的に改善の余地がある炭焼技術については、住民への普及を念頭におき、現地に適

用するように改善を図る。 
 （５）環境モニタリングについては、メラルーカ植林及び環境保全を両立させるために重要な

要素であるところ、関係機関による現在のモニタリングを継続し、環境悪化防止または

影響緩和に関する結果を取りまとめ、分析する。 
 （６）プロジェクト目標の達成に向け、デモンストレーション・ファームの機能強化が重要で

あるところ、同機能を強化するための支援体制形成に向けた予算措置及び人員の確保を

行う。 
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